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グーグルが世界中の大学図書館などと
提携関係を結んで、スキャンした本はすで
に1200万冊、そのうち、著作権が切れたパ
ブリックドメインとして全文が公開されて
いるのは100万冊にのぼる。スキャンした
本で著作権が残っている場合、著者が著
作物を登録すれば収益の分配を受け取る
ことができる。現時点で英語圏以外の国は
スキャンを拒否しており、また米国内でも1
私企業がデータを独占することに異議が
出ているものの、「グーグルブック検索」は
電子図書館として機能していると言える。

蔵書の電子化に動き出す図書館

日本国内で最大の図書館「国立国会図
書館」の蔵書数は和漢書で650万冊にもな
るが、電子化の状況はどうだろうか。

国立国会図書館の電子図書館は、明治・
大正期刊行図書を閲覧できる「近代デジ
タルライブラリー」、江戸期以前の「貴重書
画像データベース」、国際子ども図書館の
昭和30年以前刊行の児童書の「児童書デ
ジタルライブラリー」、国の機関、都道府
県、市町村、独立行政法人等の公的な法
人・機構、大学、国際的・文化的イベント
等のウェブサイトの情報を集めた「イン
ターネット資料」、国内各機関が公開する
デジタルアーカイブを統合検索する「デジ
タルアーカイブポータル」（PORTA）から
成り立っている（※1））。

2010年1月施行の著作権法改正で、国
立国会図書館は著作権者に許諾を取るこ

となく原資料保存のため原本に代えて公
衆に提供するためのデジタルデータを作
ることが可能になり、1968年までの図書、
古典籍、雑誌など約90万冊の蔵書のデジ
タル化に取り組むことができる�うになっできる�うになっる�うになっ
た。それでも、画像データとして保存する
ので、本文の検索はできない。現在のOCR

（Optical Character Reader：光学式文字
読取装置）技術では古い字体の漢字が読
めないことも原因の一つである。そこで、
国立国会図書館では、スキャンに�る電子
化から、紙の納本と電子納本の同時化の方
向に進めるべく、調査に入っている。

日米の電子出版普及に落差

図書館の持つ、文化を保存し継承する
役割は電子になっても変わらない。しかも
電子図書館の場合は、使い勝手がずっと
良くなる。一方、出版者の使命も、紙、電子
に関係なく、読者の要望する形で出版物を
提供することにある。

電子図書館で提供する内容の多くが、著
作者や出版者が提供するものである以上、
課題は多い。インターネット提供（公衆送
信）には、著作権許諾が必要な点はこれま
でと同様である。したがって国立国会図書したがって国立国会図書って国立国会図書
館の基本的な考えも「民間出版物につい
ては市場原理に留意し、絶版その他市場
で入手困難な資料については電子図書館
でアクセス可能となる�うに関係機関と協
議を進め、市販出版物については案内を行
うにとどめる」としている。

動き出す国立国会図書館の「電子書籍配信構想」
出版社との住み分けを考慮した議論がスタート
一般社団法人日本電子出版協会 事務局長　三瓶 徹

欧米では出版社が寡占化され、多くの大
手出版社が電子化を進めている。米国ア
マゾンの電子書店Kindle Storeでは50万
冊の本が売られており、電子書店もアマゾ
ン、ソニー、大手書店チェーンのバーンズ・
アンド・ノーブルに加えて音楽配信で成功
したアップルも新端末iPadを投入して参
戦した。したがって、電子書籍��にはしたがって、電子書籍��にはって、電子書籍��には
100万冊以上が、絶版書の��にはグーグ
ルに�って1200万冊以上が用意されるこ
とになる。日本では書籍の新刊は年8万冊
にもなるものの、すぐに店頭から姿を消す
本も多く、常時在庫があって買えるのは大
手書店でも100万冊に満たない。国内最大
の電子書店パピレスでも漫画や雑誌を含
めて和書は4万冊しかない。この日米の差
は如何ともしがたい。

そこで出されたのが、国立国会図書館館
長の長尾真氏の私案「電子書籍配信」構
想である。

「電子書籍配信構想」とは

国立国会図書館は著作権者に許諾を取
ることなくデジタルデータを作ることが可
能になったが、利用は国立国会図書館内だ
けである。長尾館長の「電子書籍配信」構
想では、そこを拡張し、図書館に来ずに遠
隔から利用する人は、ある程度の額の利用
料金（バス賃程度）を著者や出版社に支払
うというモデルである。図書館はあくまで
も無料提供の原則に立つから、この料金の
徴収お�び著者と出版社への還元は別に
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作る電子出版物�センターと名付けた
NPO法人が扱い、電子出版物の配信など
についての著作権処理についてもこの法
人が取り扱う（※2））。

確かに、国立国会図書館の数百万冊の
蔵書が館外から読める�うになればグーグ
ルに近づく。市販されていない古い本で
も、読者に読まれれば僅かな金額だが著者
に還元される。しかし国立国会図書館にあ
るのは、その�うな本ばかりではない。書
店や電子書店にて販売中の本もある。出
版社自身が専門書の電子図書館サービス
を行っている場合もある。すべての蔵書をすべての蔵書をての蔵書を
バス賃で、と言う長尾構想そのものでは出
版経営に与えるダメージが大きすぎる。絶
版書に限ったとしても蔵書には孤児作品

（著作権者など不明作品）も多く、著者を
探し出す手間は想像を絶する。商用では採
算に合わないものだけに、わずかな利用料
金では著者への還元すらおぼつかない。

官民の住み分けを考慮した仕組み

長尾館長から私案に対し広く議論を求
めていたこともあり、日本電子出版協会

（JEPA）からは、「図書館と民間の住み分け
を考慮した電子図書館のしくみ」という�
うな対案が出された。長年にわたる図書館
と出版社の役割分担を、電子の時代におい
ても踏襲し�うというもので、国立国会図
書館が所蔵する書籍を、出版社が販売を社が販売をが販売を
望む書籍と、出版社や著者が無�配信を社や著者が無�配信をや著者が無�配信を
許諾した書籍に区別し、前者は出版社が商社が商が商

業配信を行い、後者は国立国会図書館が
日本中、世界中の個人や法人、団体、図書
館へ無�で配信する案である。このために
出版社や著者らが無�配信許諾を��に社や著者らが無�配信許諾を��にや著者らが無�配信許諾を��に
表明できる仕組みを国会図書館が自サイ
ト上に構築し、許諾が得られない書籍など
は国会図書館内の閲覧に限られる�う求
めている（※3））。

JEPAからの対案の骨子は、すでに1994
年の長尾館長の著書「電子図書館」に肯
定的に述べられており、2010年に刊行され
た新装版には長尾館長の私案「電子書籍
配信」構想が「デジタル時代の図書館と出
版社・読者」と題して追加されている。

「日本書籍検索制度提言協議会」設立

長尾館長の私案「電子書籍配信」構想
を軸に日本文藝家協会や日本書籍出版協
会など関連団体に�る「日本書籍検索制
度提言協議会」が設立された。経済産業
省に�る「出版市場のデジタル化に係る検
討委員会」もでき、2010年3月まで議論さ
れたが、明確なアクションアイテムは打ち
出されていない。おおむね、出版社や書店
は、絶版となった�うな蔵書を保存するた
めのデジタルアーカイブは賛成だが、売れ
る本の有料配信は民業圧迫となるので反
対と主張している。

欧米の自然科学系の出版社は真剣に電
子出版に取り組み、生き残った出版社はさ
らに強力に電子化を推進させ、結果として
日本�り早く新たなビジネスモデルの構築

に成功し、電子の世界でも出版社としての
主導権を維持している。文芸系やビジネス
書系についても、米国アマゾンのKindle端
末を契機に、電子化が進み100万冊以上が
揃う。この日米の落差と日本の出版不況に
端を発して、出版の文化振興と産業振興
の議論が沸き起こっている。総務省、文部
科学省、経済産業省の3省が推進する「デ
ジタル・ネットワーク社会における出版物
の利活用の推進に関する懇談会」も4月か
ら�まった。6月末までにはアクションアイ�まった。6月末までにはアクションアイ。6月末までにはアクションアイ
テムを決めることになっている。日本にお
いて、多様なプレイヤーが連携して電子書
籍の提供を展開し、利用者が豊富なコンテ
ンツに��・自由にアクセスすることを可
能とする「オープン型電子書籍環境」を実
現し、国立国会図書館のデジタルアーカイ
ブをは�めとする�のイン�ラを構築するは�めとする�のイン�ラを構築するめとする�のイン�ラを構築する
とともに、国民へのアクセス環境を整備す
ることが目的とあるが、多くの関係者が集
まり議論が�まったところである（※4））。

■参考文献

（※ 1）国立国会図書館電子図書館推進会議報
告書（概要）
http://ndl.go.jp/jp/aboutus/elib_plan_outline.
html

（※ 2）『電子図書館　新装版』（長尾真、岩波書店）

（※ 3）国立国会図書館に対して電子書籍配信構
想に関する「日本電子出版協会案」を提案
http://bizpal.jp/jepa.pr/00009

（※ 4）総務省「デジタル・ネットワーク社会におけ
る出版物の利活用の推進に関する懇談会」
hhttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/ken-
kyu/shuppan/
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原口一博総務大臣は5月3日、インター
ネットの児童ポルノ閲覧を強制的に遮断
する「ブロッキング」を今年度内に実施す
る方針を明らかにした。6月に開催予定の
犯罪対策閣僚会議で具体策を決め、年度
内に必要な法的整理を行ったうえで、ISP
や検索サイト事業者に自主的な実施を要
請していくという。ISPのブロッキング実
施については、法律面、費用面でのハード
ルの高さが指摘されている。年度内実施
に向けて、これらの問題はどう解決される
のだろうか。

ネット上の児童ポルノ被害の深刻な現
状をふまえ、ブロッキングの必要性と実施
上の課題について確認しておきたい。

増大・深刻化する児童ポルノ被害

警察庁がまとめた2009年のサイバー犯
罪の検挙状況をみると、インターネットを
悪用した児童ポルノ事件の送致件数は
507件あり、2008年の254件からほぼ倍増
している。また、2009年中にインターネッ
ト・ホットラインセンターに寄せられた「違
法情報」�報のなかで「児童ポルノ公然陳
列」は2番目に多く、2008年の2038件から
4486件へ倍以上の増加をみせている。数
の増加ばかりではない。昨年検挙された児
童ポルノ禁止法違反事件をみると、一部の
小児性愛者に�る典型的犯罪とはまた違
う裾野の広がりが見え、震撼させられる。

2009年10月、建設作業員の男性とその
妻が同法違反で検挙された。2人は同年5

月、7歳長女の下着姿を撮影し、画像を記
録した�ラッシュメモリーをネットオーク
ションで販売していた。類似事件で、実子
のポルノ画像を撮影して報酬を得た母親
が8人検挙されている。母親たちはいずれ
も携帯電話サイトで�り合った人物の依
頼に応�、わが子にポーズをとらせて撮影
していた。被害を受けたのは1歳、2歳を含
む12歳までの女児だ。また、女子高生たち
が目を付けた下級生に強要して裸の写真
をメールで送らせ、これを面白半分に複数
宛てに転送したという事件も起きた。同�
く女子高生たちが手っ取り早く遊ぶ金を得
�うと、自らの裸を携帯電話のカメラで撮
影し、出会い系で�り合った男にメール送
信するという事件も発生した。女子高生た
ちは同法違反容疑で書類送検されている。

これらの事件は一部マニアが起こした
ものではない。家庭での児童虐待、学校で
のイジメ、少年非行といった負の世界で、
児童ポルノという「方法」が使われ�めて
いるのではないか。カメラ付き携帯電話

（製造手段）、メール（�信手段）、オーク
ション（換金手段）といった道具がその広
がりに拍車をかけているだろう。

これらの事件では、ウェブサイトに画像
が掲載されたという事実は確認されてい
ない。しかし、画像はいったんデータとし
て授受されると、その後どの�うな形で�
�するかは制御できない。何年経過して
も、児童ポルノの被害者は自分の画像が今
もネットに出回っているのではという恐怖
に苦しみ続けるという。そこには一過性の

児童ポルノ「ブロッキング」〜政府は年度内実施の意向
法的問題��スト問題��は�������の���スト問題��は�������の������の����の�
株式会社現代フォーラム 「セキュリティニュース」編集部　石井希世子

暴力にはない深刻さがある。

警察庁の対策とブロッキングへの期待

こうしたネットの児童ポルノ被害の増
大・深刻化に、警察庁はさまざまに手を尽
くしてきた。サイバーパトロールや買い受
け捜査の強化、愛好グループの徹底検挙、
被害児童の支援対策など。しかし、いった
んネットに�出してしまった画像について
は手の施し�うがない。そこで期待が寄せ
られるのが、画像の閲覧を強制的に遮断す
るブロッキングだ。

同庁の総合セキュリティ対策会議は、
2008年度に児童ポルノの��対策につい
て検討し、児童ポルノ掲載アドレスリスト
作成と、それを利用した��防止対策の推
進を提言している。その提言を受けて、児
童ポルノ��防止協議会が2009年6月に
発足。リスト作成管理団体の運用ガイドラ
イン、お�びブロッキングの技術的法的課
題について検討を重ねてきた。

運用ガイドラインについては、今年1月
に「案」を提示してパブリックコメントを
募集。寄せられた326件の意見を踏まえて
一部修正し、3月に確定版を公開した。寄
せられた意見からは、リスト作成管理団体
が政府機関と一体となってネットの画像
を検閲し表現の自由を奪うのではという危
惧が強く読み取れる。��防止協議会は

「案」の表現を一部変えてその危惧に応え
ている。すなわち、リストの作成、維持・管
理などには十分な透明性と客観性を確保
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する。政府機関が行うと表現の自由に対す
る規制強化と捉えられるおそれがあるた
め、『政府機関や民間事業者などに対し中
立性が認められる』民間のイニシアティブ
で実施することが望ましい、とした。新た
に学識経験者らからなる専門委員会を設
置し、同団体の選定と監督にあたらせるこ
とも明記した。

ブロッキングをめぐる法的問題

ブロッキングにはさまざまな方法がある
が、利用者が閲覧目的でアクセスしてきた
ところに、�信を媒介するISPがリストと
照合し、検�・強制遮断するという基本は
変わらない。この行為は憲法第21条、電気
�信事業法第4条に定める「�信の秘密
は侵してはならない」に抵触するおそれが
ある。�ィルタリングは利用者の承諾を得
て行われるため違法を免れるが、ブロッキ
ングは同意を得ないで行われるためそれ
が当てはまらない。この問題をどう整理す
るか、大きな課題となっている。

��防止協議会は、「正当行為」「正当防
衛」「緊急避難」のいずれかに当たる場合
は違法性が阻却されるとして、昨年来その
検討を行ってきた。しかし結論は得られ
ず、3月に出した「ブロッキングに関する報
告書」では各論を併記。今後も検討してい
く必要があるとした。一方、同�くこの問
題を検討してきた「安心ネットづくり促進
協議会」は3月公開の中間報告で、「緊急
避難として」許容される余地はあるとの見

解を示した。
政府は犯罪対策閣僚会議「児童ポルノ

排除対策ワーキングチーム」で対策作りに
取組んでいるが、この結論を得てブロッキ
ング導入の方針を固めたという。しかし、
緊急避難の解釈では対象範囲が限定され
る可能性も出てくる。総務相が示した年度
内実施に向け、法的問題がどこまで明確に
整理されるのか注目される。

ブロッキング導入の費用

I SPがブロッキングを導入する場合、ど
の程度の費用がかかるのか。��防止協
議会は諸外国のブロッキング状況につい
て調査しているが、それに�ると初期投資
費用は、ノルウェーTelenorが約5000ユー
ロ（約75万円）、英国BTは50万ポンド（約
7500万円）、韓国KISPAは8社のISPの設
備投資合計が約300 億ウォン（約23 億
円）。金額に幅があるのは、ブロッキング方
法の違いと規模が関係する�うだ。ノルウ
エーTelenorは最も�単な方法といわれる
DNSブロッキング、英国BTは2段階で
チェックするハイブリット�ィルタリング方式、
韓国KISPAは細かに対象を指定できる
URLブロッキングを採用している。韓国の
場合は児童ポルノ以外の違法情報、国家
保安法違反情報なども対象となっている。

導入をめぐる�SPの�度差�SPの�度差の�度差

こうした費用面の負担もあり、ISPが導

入に消極的になるのも無理のないことかも
しれない。��防止協議会の事務局を務
めるインターネット協会の国分明男氏は、
ISPには温度差があると話す。前向きとは
いえないまでも社会的要請に応�なけれ
ばとする所、法律面で総務省が首肯しなけ
れば動けないとする所など。

いまリストを提供して実施される可能
性が最も高いのは、検索エンジン事業者だ
という。アダルトサイトなど問題あるコン
テンツが検索結果に出ない�うにする対
応などを日常的に行っているため、児童ポ
ルノ関連への対応もそうハードルが高いこ
とではない�うだ。

また、意外なことに外資系カード会社も
有力候補だ。「彼らは児童ポルノの決済に
自社カードが使われることを拒否してい
て、そのためにリストを利用したいという
ことです。社会的要請に応える企業イメー
ジを大切にしているのですね」（国分氏）。

イギリスのISPでブロッキング実施率
は85〜95％だが、政府は積極的導入を強
く働きかけ、議会では導入率を100％にす
るべきという話も出ているという。ちなみ
に費用はISPの負担で、政府から補助金
などは出ていない。

3月には、EU（欧州連合）で加盟国全体
にブロッキングを求める法案が出された。
それが�れば、欧州ではいっそうブロッキ
ングの普及が進むに違いない。こうした国
際的潮�も、日本の政府や業界を後押しす
ることになりそうだ。
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「ソーシャル性」のインパクト

「ソーシャルアプリ」とは、ソーシャル
ネットワーキングサービス（SNS）が持つ
ソーシャルグラ�（ユーザー同士の繋がり
や交�関係）などが外部開発者（SAP：
ソーシャルアプリケーションプロバイダー）
に対してオープン化され、それを活かした、
SNSプラット�ォーム上で利用可能なウェ
ブアプリケーションのことである。

ソーシャルアプリが従来のアプリケー
ションと大きく違う点は、すでにSNS上に
築かれた、�り実際の人間関係に近いソー
シャルグラ�をベースに行われる点にあ
る。一言でいえば、友達と一緒に楽しむと
いうことである。実際の友達もしくはオン
ライン上での友達から、「このアプリが面白
いから一緒にやろう」という紹介がなされ
る。�らない誰か�りも既�の人からの情
報の方が信頼性が高く、アプリのユーザー
数を増やし、友達と一緒にプレイもしくは
競争する喜びがアプリのアクティビティーや
継続性を高める。これがソーシャルアプリ
の持つ「ソーシャル性」のインパクトである。

ソーシャルグラフオープン化の必然

2007年5月、世界最大手のSNSである
「Facebook」がオープン化された。日本で
はそれをモデルに、ミクシィの運営する

「mixi」が2009年8月にパソコン版、同年
10 月 に モ バ イ ル 版 を、2010 年 1月 に
ディー・エヌ・エー（DeNA）が運営する

「モバゲータウン」をオープン化しており、
2010年春にはグリーの運営する「GREE」
がオープン化する予定となっている。

これまでグリーやDeNAは自社のSNS
上で自らソーシャルアプリを提供してき
た。また、mixiもソーシャルグラ�を生か
したサービスを自ら開発・提供してきた。
しかし、消費者の限られた時間やお金をど
うやって自社のサービスに振り分けてもら
うかを競い合うなかでは、ユーザーを惹き
つける魅力的なアプリ（コンテンツ）を�り
多く提供し続けなければならない。ソー
シャルアプリを増やし続けるための必然と
してソーシャルグラ�をオープン化し、
SAPにもアプリを提供してもらうことで、
�り一層のユーザー�入とアクティビティー
最大化を図ろうとしているのである。

ソーシャルアプリはソフト流通の革命

mixiがオープン化されて、最初に多くの
ユーザーを獲得したソーシャルアプリは
Rekoo（レクー）という中国のベンチャー企
業が提供する「サンシャイン牧場」で、開
�から3か月で300万人のユーザーを獲得
した（2010年5月現在は約480万人）。これ
以外にも多くのアプリケーションが100万
人単位のユーザーを獲得しており、ここま
で短期間でこれだけ多くのユーザーを魅
了し、市場を広げてきたソ�トウェアの�
�の仕組みもしくはプラット�ォームはこ
れまで存在せず、革命的ですらある。

mixiアプリの情報を収集・公開している

サイト「mixiアプリwatcher」（※1））に�ると、
mixiではすでに1400を超えるアプリが公
開され、そのうち半数近くの600超のアプ
リが携帯電話対応アプリとなっている。の
べユーザー数は1億3000万人を超えてい
るが、そのうち1億2000万人が携帯アプリ
のユーザーであり、圧倒的に携帯電話での
アプリ利用が多いことが分かる。

アプリは�単なクイズやトランプなどか
ら、育成シミュレーションゲームやアク
ションゲーム、コミュニケーションツールま
で幅広く提供されているが、アプリ数や
ユーザー数の大半がほぼゲームで占めら
れており、現在のソーシャルアプリ市場は
ソーシャルゲーム市場と言っても過言では
ない。mixiやモバゲータウンでユーザーを
多く集めているアプリは「育成系」「バトル
系」「診断/クイズ系」に大きく分類できる。
これまでの一般的なゲームの世界とは異
なり、携帯電話での利用が主であることか
ら、短い時間で多頻度に楽しく遊ぶことが
できるゲームに注目が集まっている傾向が
ある。直感的にゲームの進め方が分かり、
友達とのインタラクション（協力や駆け引
きなど）を��て成長やレベルアップが図
れ、そしてすぐにゴールが来ずに継続的に
使えるアプリが人気を得ている。

過去1年間の売上は推計250億円

ソーシャルアプリ市場の規模は、現在の
ところ公の統計データが出ていないため
正確な数値は把握できないが、2009年9月

世界規模で急激�成長を遂げ�
「ソーシャルアプリ」の現在とこ��ら

ngi group 株式会社 代表執行役社長 金子陽三／事業開発 Div シニアディレクター 丸山聡
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の時点で、英語圏でのソーシャルアプリ市
場は年間1000億円程度と言われている。

また、日本国内では、mixiが2009年8月
にオープン化した結果、12月の月間PVが
109億PVを超え、月間ログインユーザー数
も8月の1199万人から12月の1257万人へ
増加するなどオープン化の大きな成果を見
せた。一方、DeNAはオープン化後の最初
に迎えた四半期決算において、ソーシャル
ゲーム関連の売上高が100億円を超え、売
上全体では前年同期比で81％増となって
いる。またオープン化直後の2010年1月に
比べ、3月は1日当たりのゲーム内専用�想当たりのゲーム内専用�想のゲーム内専用�想
�貨の消費高が5倍以上に伸長している。

SNS事業者が自ら提供しているアプリ
も 含 め て、過去1年間 で mixi、DeNA、
GREE3社合計のアプリ関連売上高は250
億円程度となっている。月間の広告収入と
課金収益 が 1 億円 を 超 え るSAP ベ ン
チャー企業が何社も誕生しており、1.3兆
円市場と言われるモバイルコンテンツ市場
のパイをソーシャルアプリが大きく獲得す
るとともに成長させる可能性が高い。

また、ソーシャルアプリを開発・提供す
るSAPは、SNSの会員を自社のソーシャル
アプリのユーザーとすることができ、また
SNS各社が提供する課金や広告のプラッ
ト�ォームを利用して収益を上げることが
可能となっている。

収益モデルは「課金」と「広告」

プラット�ォーム（SNS）に�ってSAP

の収益モデルは若干異なるが、大きく分け
てSAPには「課金収益」と「広告収益」の
2つの収益機会がある。

課金収益は、SAPが提供するアプリに
おいてユーザーが何かしらのデジタルコン
テンツ（アイテムなど）を購入した場合に、
アイテムなどの課金売上に対し、SNSが
20％〜30％を決済手数料として控除し、
残りがSAPの収益となるモデルである。

広告収益は、SNS各社が提供するプロ
グラムなどを提供するアプリに組み入れ
ることに�って、インプレッション、CPC

（クリック課金型広告）、CPA（成果報酬型
広告）といった形で広告収益がSNSから
SAPに対して支払われるモデルである。

また、ソーシャルアプリ市場においては、
SAPやSNSだけでなく周辺事業者も新た
な収益獲得の機会を創出している。サー
バーや開発などのイン�ラ周りだけでな
く、アプリ内で外部の有料ウェブサービス
登録など特定のアクションを起こすとユー
ザーにインセンティブとしてアプリ内�貨
を提供し、SAPに対してはその外部の有
料ウェブサービス事業者からア�ィリエイ
ト収入を報酬として支払うリワード広告の
仕組みや、ソーシャル性を高めるための分
析ツール提供なども成長しつつある。

グローバルなSAP間競争の時代へ

日本のソーシャルアプリ市場は、開�か
ら1年経たずして急速な広がりを見せてい
る。それは日本のみならず世界的な規模で

起こっている。米国最大手のSAPである
Zynga（ジンガ）は、のべ2億人のユーザー
を抱えており、年商250億円とも540億円
ともいわれている。ジンガは2010年5月に
日本市場参入の報道がされた。また、すで
に日本で数百万人規模のユーザーを抱え
ているRekooとRAKOO（ラクー）は共に
中国発のベンチャー企業である。

日本のソーシャルアプリ市場は、携帯電
話利用が中心という世界的に見ても特殊
な状況にあるが、一方で課金慣れしたユー
ザーが数多く存在する。その日本市場へ、
すでにソーシャルアプリを数多く提供して
きた�見を持った海外有力SAPが積極的
に進出してくることが予想される。その一
方で、日本市場で携帯電話を中心にソー
シャルアプリを提供してきた日本企業に�
るグローバル展開も、近い将来活発化する
であろう。実際にサイバーエージェントは
日本で提供しているアメーバピグをAme-
ba Picoという名称に変え、Facebookアプ
リとして2010年3月に提供を開�した。

当然ローカライズは必要だが、ソーシャ
ルアプリはソーシャル性が重要であり、バ
イラル効果やアクティビティーを高められ
る要素を持ったアプリは、サンシャイン牧
場の例をあげるまでもなく、国境を越えて
多くのユーザーを獲得できる可能性が高
い。こうしたグローバル市場でのSAP間の
ユーザー獲得・収益競争が今後待ったな
しで�まってくる。

（※ 1）「mixiアプリwatcher」
http://mixi.wchr.jp/cgi-bin/mixi.cgi
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2009年12月19日、デンマークの首都コ
ペンハーゲンで開催されていた「COP15」

（第15回気候変動枠組条約締約国会議）
は、予定されていた会期から1日延期して
議論を続けた結果として、「コペンハーゲ
ン合意」に留意する（take note）という形
で幕を閉�た。

コペンハーゲン合意では、世界の気温上
昇を2度以下に抑制することや、先進国は
温室効果ガス排出削減目標を、新興国・途
上国は温室効果ガスの排出抑制計画を提
示することなどが定められた。

これらの計画の提示期限は2010年1月
末となっており、最終的に55の国や地域が
2020年までの温室効果ガス削減目標を国
連に提出したと伝えられている。ちなみに、
これら55の国や地域の温室効果ガス排出
量の合計は世界全体の78％に達する。

主要国のグリーン・ニューディール政策

削減目標を提示した各国は、COP15の
合意とは別に、2008年頃から環境に関す
る政策を発表している。これらの政策は、
環境に配慮するだけでなく、雇用創出の意
図も含まれており、「グリーン・ニュー
ディール」とも呼ばれている。

もっとも有名なのは米国で、オバマ大統
領就任後、「米国再生・再投資法（ARRA: 
American Recovery and Reinvestment 
Act）」において、クリーンエネルギーや環
境関連に803億ドル（約7.3兆円：1ドル90
円換算）、省エネや環境イン�ラ整備に

225億ドル（約2兆円）の予算が割り当てら
れた。また、これ以外にも2015年までに
100万台のPHEV（プラグインハイブリッド
車）を生産・導入することや、再生可能エ
ネルギーを利用した電力の割合を2012年
までに10％、2025年までに25％とする目
標も掲げている。

米国は、この�うなクリーンエネルギー
分野への積極的な投資を��て、今後10
年間で500万人の雇用を創出することを目
標にしている。

米国以外の国を見ると、例えば英国では
洋上風力発電への大規模投資を決めてい
る。ドイツは欧州排ガス基準を満たす新車
の購入者に奨励金の交付や自動車税を免
除している。近隣の韓国では2009年1月に

「雇用創出のための『緑色ニューディール
事業』推進方策」を発表し、約95万6千人
の雇用創出効果を見込んでいる。

注目されるスマートグリッド

世界中の国や企業が環境問題を解決す
るべく、さまざまなビジネスに取り組んで
いるが、その中でも、近年、特に注目を集め
ているものに「スマートグリッド」がある。

スマートグリッドとは、直訳すれば「賢
い送電網」であり、最近では「次世代送電
網」と呼ばれることも増えてきた。

スマートグリッドの定義についてはさま
ざまな議論があるが、多くの定義に共�し
ている点を踏まえると、スマートグリッドと
は、従来の電力網にICTを組み合わせ、今

までにはない新しい電力の使い方を目指す
取り組みだということができる。

スマートグリッドの定義が定まらず、わ
かりにくいと言われる理由のひとつに、ス
マートグリッドの具体的な取り組みが各国
に�って異なることが挙げられる。

例えば、米国は電力事情が不安定なこと
で�られている。2003年8月に起きた大規
模な停電をは�め、年間の事故停電が諸
外国に比べて多く、EPRI（米国電力中央
研究所）に�れば、米国の停電に�る経済
的な損失は、毎年1億ドルにのぼると推定
されている。

一方、日本では米国の�うな停電はほと
んど発生していない。具体的な数字で比
較すると、米国カリ�ォルニア州の年間停
電時間は162分（2006年実績）であったの
に対し、日本は16分（2007年実績）と十分十分分
の1の規模である。

しかし、日本はエネルギー依存度が非常
に高い国としても�られている。原子力を
除いた場合のエネルギー依存度は96％と
なり、先進国の中ではもっとも依存度が高
い国となっている。参考までに他の国を見
てみると、米国は38％、中国は9％、ロシア
はマイナス74％（輸出の方が多いことを示
している）となっている。

この�うな電力事情の背景を踏まえる
と、米国におけるスマートグリッドとは、不
安定な電力事情に対処するための取り組
みであると考えられる。

一方、日本におけるスマートグリッドで
は、低炭素社会を実現するため、太陽光な

環境問題を取り巻く世界的�動向と
グーグルのグリーン戦略
情報通信総合研究所　副主任研究員　新井宏征
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どの再生可能エネルギーの導入量を増や
したり、負荷が高い時間帯に消費者に電力
の利用を控えてもらうなどの取り組みであ
る「デマンドレスポンス」など、新しい電力
の使い方に重点が置かれると考えられる。

スマートグリッドについては、政策レベ
ルでの取り組みの他、電力会社や機器
メーカー、住宅メーカー、自動車メーカー、
そしてIT関連企業などが積極的に参入し
てきている状況である。

グーグルのグリーン戦略

こうしたグリーン戦略に積極的に取り組
んでいる企業のひとつがグーグルである。

彼らは、例えば「Google PowerMeter」
という、家庭の電力利用状況を可視化す
るためのツールを無�で提供している。

その他、石炭�りも低コストな再生可能
エネルギーの供給を目指す「REC（Renew-
able Energy cheaper than Cool）」という
取り組みや、電気自動車への充電を最適
化する「Recharge IT」、自社オ�ィスへの
太陽光パネルの設置、そして化石燃料の
依存からクリーンエネルギーへの転換を主
張する「クリーンエネルギー 2030」と呼ば
れる提案なども行っている。

最後の「クリーンエネルギー 2030」で
は、米国が2030年までに石炭や石油を利
用して電力を発電することから脱却するこ
とや、自動車の石油利用を40％削減する
方針などを盛り込んでいる。

グーグルは今まで紹介した�うな新しい

エネルギー利用の提案をするだけでなく、
自社におけるエネルギー利用の効率化に
も積極的に取り組んでいる。

グーグルは、検索サービスをは�め、
GmailやYouTubeなどのオンラインサー
ビスを基本的に無料で提供しているが、そ
の�うなサービスを提供するためには、膨
大なコンピューター能力が必要になる。そ
のコンピューター能力を確保するために、
グーグルは大規模なデータセンターを世
界中に建設している。

グーグルに限らず、データセンターは大
量のエネルギーを消費する施設として�ら
れているが、グーグルはデータセンターに
おけるエネルギー効率を高めるための努
力を継続的に行い、今では自ら「世界で最
も効率の良いデータセンター」と主張する
ほどにまでなっている。その�うなデータ
センターを実現するために、サーバやデー
タセンターの設備で消費される電力を削
減するといった取り組みを行っている。

また、データセンターを冷却するために
使用する水に再生水を利用したり、使用し
なくなった電子機器の再利用やリサイクル
にも取り組んだり、さらには他社が自社と
同��うに効率的なデータセンターを設置
できる�うにするための情報提供なども
行っており、さまざまな観点から環境問題
に取り組んでいる。

日本の現状と今後の展開

世界中がそれぞれのやり方で、環境問題

の解決に取り組む中、日本においても、政
府や民間企業などが、積極的な取り組みを
行っている。

例えば、2009年末に閣議決定された
「新成長戦略（基本方針）」では、「日本の
強みを活かした成長」として環境・エネル
ギー分野が挙げられている。ここでは、
2020年までに新規市場を50兆円超、新規
雇用を140万人目指すなど、意欲的な目標
が掲げられている。

この他にも、省庁を主体として、日本と
しての取り組みを検討するための研究会
が数多く開催され、環境・エネルギー分野
において日本の存在感を示すために、官民
あわせての取り組みが行われている。

例えば、NEDO（新エネルギー・産業技NEDO（新エネルギー・産業技（新エネルギー・産業技
術総合開発機構）が事務局を努める「ス
マートコミュニティ・アライアンス」には設
立段階で287の企業や団体が参加し、ス287の企業や団体が参加し、スの企業や団体が参加し、ス
マートグリッドに関する具体的な検討を
行っていく予定である。

環境・エネルギー分野は、現在地球が抱
える問題を解決するのと同時に、ビジネス
としても有望な分野である。

この分野は日本が得意なところと言われ
てきたが、今では世界中の国や企業が、日
本を駆逐する勢いで取り組みを行い、成長
を続けている。

世界の動向を注視しつつ、適切な戦略
を定め、引き続き、日本が環境問題に対す
る取り組みで、世界をリードしていくこと
を期待したい。

NEWS REPORT
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総務省の「IPv6に�るインターネット
の利用高度化に関する研究会」（以下、研
究会）の第二次中間報告が3月に発表され
た。

同研究会は、社会経済の重要イン�ラ
であるインターネットの利用環境を確保
し、さらなる利�性の向上を図るという観
点から、IPv6への移行やその普及促進に
関する具体策などについて検討を行うた
め、2009年2月に設置された。第二次中間
報告では、IPアドレスに関する動向とイン
ターネット関連事業者における対応の現
状、また当面の課題として、戦略的広報の
推進とモノのインターネット社会の実現な
どの内容が盛り込まれている。

�Pアドレスに関する動向と現状

中間報告には、IPアドレスに関する動向
として、IPv4アドレスの枯渇は2012年中
頃という予測が明記された。従来は2011
年には枯渇すると言われており、少し延命
された形だが、もちろんいずれ枯渇するこ
とは避けられないため、IPv6への対応を
遅らせて�いということにはならない。準
備移行期間などを考えると、2011年初頭
までの対応が必要であろう。

国内のIPv6対応状況については、すで
にISP全体の23％がIPv6に対応してお
り、大手事業者が含まれることからユー
ザーシェアにおいては75％程度に達する
ことがわかった。今後は、アクセス回線事
業者お�びモバイル事業者の対応が課題

となる。特に、モバイル分野ではこれまで
IPv4アドレス枯渇について対応を公表し
ている事業者がない。2010年からサービ
ス開�が予定されるLTEの�信方式では
IPv6対応が仕様に含まれるなど、重要と
なってきそうである。

戦略的広報の推進

当面の課題と対応としては、まず、引き
続き戦略的広報の推進が挙げられている。
広報はその対象に�ってインターネット関
連事業者向けとユーザー向けの2つに分け
られるが、事業者向けについては従来
IPv4アドレス枯渇タスク�ォースがその
役割を担っており、継続してそれを推進し
ていくこととなる。

一方、ユーザー向けの広報では、「イン
ターネットの窓口」を担うISPの役割が重
要であることが明記された。特に、ユー
ザーにとっては自分の加入しているISPが
IPv6にいつどう対応するのか、IPv4の
サービスがどうなるのか、どの�うな準備
が必要でどの程度費用がかかるのかなど
を�りたいはずである。サービス内容の情
報開示はビジネスに影響を与えるもので
はあるが、ユーザーの混乱を避けるために
も各ISPが早期に情報を開示することが求
められる。そこで、「IPSのIPv6対応に関
する情報開示ガイドライン」が4月23日に
策定された（図表）。

その他、実際にIPv6のサービスが�
まった場合にはさまざまな問題の発生が

予想されるため、総務省のテストベッドを
利用した「IPv6先行導入実験」などを行
い、問題事例の収集や問い合わせ対応のノ
ウハウを蓄積することが必要であることも
指摘されている。加えて、「ユーザーからの
問い合わせ対応マニュアル」の整備も必要
であろう。

モノのインターネット社会の実現

もうひとつ中間報告で大きく取り上げら
れているのが、「モノのインターネット社
会」（Internet of Things）の実現について
である。総務省ではこれを「人と人だけで
なく、人とモノ、モノとモノがコミュニケー
ションを行う（情報をやりとりする）ことに
�り、国民生活の様々な場面でICTの利�
性を享受可能な社会」と定義している。
2004年頃に登場した「ユビキタス」と呼ば年頃に登場した「ユビキタス」と呼ば「ユビキタス」と呼ば
れるものに近い��だが、当時に比べるとるものに近い��だが、当時に比べるとものに近い��だが、当時に比べると
すでに部分的にではあるが、サービスが�
まっており、技術的にはかなり現実味のあ
るものとなっている。

モノのインターネット社会として具体的
にイメージされるのは、医療連携ネット
ワークや在宅ケア、天候などの環境モニタ
リング、ビルの空調・照明などの制御、災
害情報の収集・提供、交�量観測、商品の
トレーサビリティー確保、防犯対策といっ
たものだ。例えば、外出先からネットワーク
カメラに�って自宅内の様子を確認できた
り、AV機器の録画予約ができたりする
ネット家電サービスや、オ�ィスビルで温

多数の機器がオープン�ネットワークに接続���
IPv6で「モノのインターネット」社会を実現
ビジネス＆テクノロジーライター　柏木恵子
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度センサーや人感センサーに�ってエアコ
ンを制御するビル管理システムなど、すで
に実現されているサービスも多い。セン
サーに�って得たバイタル情報をネット
ワーク経由で遠隔地の医療施設で利用す
る遠隔医療なども、テクノロジー的には実
現可能な段階に入っている。

現在、サービスや実証実験はある程度
閉�たネットワーク上で展開されている
が、コンピューター以外のさまざまな機器
がネットワークにつながることで、新たな
サービスが生まれる可能性が膨らむ。必要
なのは多くの機器がオープンなネットワー
クに接続されていることだ。例えば、複数例えば、複数、複数
のセンサーネットワークを組み合わせて
サービスを提供したり、ひとつのセンサー
ネットワークが複数のサービスで利用さ
れることで、�り柔軟で利�性の高いサー
ビスが実現するだろう。オープンなネット
ワークとしてはインターネットを利用する
のが現実的だが、センサーなど多数の機器
に個別のIPアドレスが必要になることか
ら、このサービスにはIPv6の利用がふさ
わしい。

もちろん実際にモノのインターネット社
会を実現するには、いくつかの課題があ
る。監視カメラやセンサーの情報は、非常
に高度な個人情報となり得るため、プライ
バシーをどう確保し、データをいかに保護
するかという点が重要だ。また、設置され
ているセンサーなどの機器から得られる情
報は誰のものかという根本的な問題もあ
る。新しい産業の創出と健全な経済活動

のためにはルール作りを進めることが必要
だ。

また、IPv6について得られたノウハウ
を積極的に海外に展開するなど、国際的な
取り組みを強化することも必要である。特
にASEAN（Association of South‐East 
Asian Nations）では2008年にIPv6に係
る協力を総合的に推進することが合意さ
れており、総務省と共同の技術研修も実施
している。これらの活動を推進していくこ
とも重要である。

環境分野のクラウドサービス

研究会の「IPv6に�るモノのインター
ネット社会ワーキンググループ」は、2009
年の9月3日に発足し、今回の第二次中間
報告でとりまとめを報告している。ひとま
ずここでモノのインターネット社会全体に
ついてのイメージ作りは終了し、今後は、
具体的なサービスについての検討に入る。
まず、3月3日に「IPv6を用いた環境分野
のクラウドサービス」ワーキンググループ
が立ち上がった。これは、地域内の電力利
用状況などの情報を集約して電力消費を
効率的にし、環境負荷を軽減するための情
報ネットワークについての研究である。

ネットワークに�る情報連携で電力供
給を効率化する取り組みはスマートグリッ
ドとして�られているが、ここではそれだ
けでなく、ビル群のエネルギー供給の管
理・制御や、ビル以外の鉄道や商業施設、
住宅などを含めた都市のエネルギー管理、
さらに広域の地方におけるエネルギー管
理などのサービスを展開できる�うな情報
イン�ラを、いくつかのデータセンターに
分散して稼働するIPv6対応のクラウドシ
ステムで構築することを想定している。こ
れを「環境クラウド」名付けているが、その
セキュリティーガイドラインや評価基準を
策定することが目的のワーキンググループ
となっている。

このワーキンググループは「環境負荷軽
減型地域ICTシステム基盤確立事業」の
一環としての機能も持っている。この事業
は「環境にやさしいまちづくりを支援する
ため、各地域特性に合わせた最先端の
ICTシステム基盤を構築・実証する。これ
に�って環境負荷軽減のために必要な技
術基準を確立し、地域資源の生産と消費
の最適化を推進する」というもので、今年
度中にはいずれかの自治体で実証実験が
予定されている。

図表　「ISPのIPv4アドレス枯渇対応に関する情報開示ガイドライン」の概要
出典�総務省（�総務省（総務省（http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban04_000022.html）

ISPが開示すべき情報

NEWS REPORT

項目
IPv4アドレス在庫枯渇対応の基本方針

① IPv6 対応インターネット接続サービス提供の有無
② IPv6 対応インターネット接続サービス提供開始予定時期
③既存のIPv4 対応インターネット接続サービスの変更又は提供
中止の有無
④既存のIPv4 対応インターネット接続サービスの変更又は提供
中止予定時期

IPv6 対応インターネット接続サービスに関する情報
① IPv6 対応インターネット接続サービス提供の方法
②提供料金
③既存のユーザーへの提供及び申込みの要否
④ユーザー側の追加装置やソフトウェアの要否
⑤ユーザー側宅内の機器（PC、ホームゲートウェイ、ADSLモデ
ム等）の設定の変更の要否
⑥既存のルーター��の装置の利用の�否、フ�ームウェアの既存のルーター��の装置の利用の�否、フ�ームウェアの
アップデート等の要否、対応するPCのOSの種別

項目
既存のIPv4 対応インターネット接続サービスに関する情報

①既存ユーザーへの影響の有無
②既存ユーザーへの申込みの要否
③既存ユーザーの対応方法や装置、ソフトウェア等の情報
④新規加入の�否

以下は、IPv4プライベートアドレスを割り当てる場合
⑤ IPv4プライベートアドレスを割り当てる対象（新規加入ユー
ザーに対して割り当てるか、既存ユーザーに対して割り当てるか、
双方に割り当てるか）
⑥ IPv4プライベートアドレスの提供方法、時期、�の��要�IPv4プライベートアドレスの提供方法、時期、�の��要�
情報（装置、ソフトウェア）��
⑦ IPv4プライベートアドレスを割り当てる場合に生じる制限事項

ユーザーサポートに関する情報
①サポート提供方法、サポート情報の所在場所
②家庭内でのネットワークの構成の変更の要否、�要�場合の
家庭内ネットワークの接続方法に関する情報


